
 

加須元気農業を実現するために 

 
 
 
 <<農地利用集積推進事業>>（国：農地中間管理事業） 
 

■ 事業目的 

  埼玉県知事指定の農地中間管理機構（公益社団法人埼玉県農

林公社）に、農業振興地域内の農地を貸し付けた地域及び個人

に協力金を交付することにより、本機構を活用した担い手への農地集積・集約化を促進すると

ともに、土地利用調整機能の強化を通じた農地の確保及び有効利用を推進する。 

 

■ 補正予算の概要 

  県を通し、国から交付される農地集積・集約化対策事業補助金（平成３０年中に機構を通し

て、担い手に新規に集積された農地面積 10 アール当たり 45,000 円、地域集積協力金該当地区

内の農地の場合は 10 アール当たり 50,000 円を乗じた額を上限とする）を活用し、次の協力金

交付事業を行う。 

※ 経営転換及び耕作者集積協力金は貸し付けた農地が機構から借受希望者に転貸されることが必要 

 

 ○各協力金の交付単価は、県が定める各協力金の基準単価（上限）に、その単価によって算出

される協力金の総額に対する国から交付される補助金の割合を乗じて得た値を単価とする。 

                              （単位：円） 

協力金名 単価 交付見込額 

機
構
集
積
協
力
金 

地域集積協力金 

（10a 当たり、貸付割合 8割超） 
18,000 円 33,567,000 円 

経営転換協力金 

（1戸当たり） 

0.5ha 以下 300,000 円 

9,400,000 円 0.5ha 超 2.0ha 以下 500,000 円 

2.0ha 超 0 円 

耕作者集積協力金（10a 当たり） 5,000 円 1,369,000 円 

合      計 44,336,000 円 

 

■ 補正予算額   ４４，３３６千円（国庫補助率 10 割） 

   機構集積協力金 44,336 千円 

事業名 内     容 

地域集積協力金交付事業 
地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付けた場合に、地域

に交付 

経営転換協力金交付事業 経営転換等により、全ての農地を機構に貸し付けた者等に交付 

耕作者集積協力金交付事業 機構の借受け農地に隣接する農地を貸し付けた者等に交付 
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農業振興課 

農地中間管理機構への農地貸付に対する協力金を交付 


